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回
二
日
に
ル
ス
の
人

は
不
在
者
投
票
を

投
票
は
原
則
と
し
て
投
票
当

日
投
票
所
へ
い
っ
て
し
な
け
れ

ば
な
り
ま
せ
ん
が
例
外
と
し
て

次
の
事
が
ら
に
該
当
す
る
人
は

選
挙
告
示
日
十
一
月
二
十
二
日

か
ら
投
票
日
の
前
日
嚢
で
の
間

に
不
在
者
投
票
が
で
き
ま
す
。

㈲
選
挙
人
が
高
萩
市
の
区
域

外
に
お
い
て
転
務
ま
た
は
、

業
務
に
従
事
中
で
あ
る
．
へ
き

戸
」
，
〆
」
Ｏ

㈲
選
挙
人
が
や
む
を
得
な
い

用
務
ま
た
は
、
事
故
の
た
め

市
の
区
域
外
に
旅
行
中
ま
た

は
滞
在
中
で
あ
る
こ
と
。

白
選
挙
人
が
疾
病
、
負
傷
、

妊
娠
、
不
具
若
し
く
は
産
前

産
後
に
あ
る
た
め
歩
く
こ
と

が
、
い
ち
じ
る
し
く
困
難
で

十
月
三
十
一
日
の
選
挙
管
理
委
員
会
で
、
十
二
月
二
十
四
日

で
任
期
満
了
と
な
る
市
長
選
挙
の
期
日
を
十
二
月
二
日
決
定
、

投
票
時
間
は
午
前
七
時
か
ら
午
後
六
時
ま
で
（
た
だ
し
若
栗
、

横
川
、
下
君
田
．
上
君
田
、
大
能
、
中
戸
川
、
福
平
の
各
投
票

所
は
午
後
四
時
ま
で
）
行
う
こ
と
に
な
り
ま
し
た
・

圏
・
・
：
、
明
る
く
正
し
い
選
挙
で
立
派
な
市
長
を
選
び
、
あ
す
の

豊
か
な
生
活
を
築
い
て
い
き
た
い
も
の
で
す
。

自
由
な
意
志
で

責
任
あ
る
一
票
を

製
十
ご
励
口
曇
蜘
憾
蝋
淵
臘
癖
蝋

あ
る
と
き
。

右
の
場
合
の
者
で
、
す
で
に

入
院
中
で
あ
る
者
は
、
そ
の

入
院
し
て
い
る
病
院
が
、
不

在
者
投
票
の
で
き
る
病
院
に

指
定
さ
れ
て
い
る
と
き
は
、

そ
の
病
院
長
に
申
し
出
れ
ば

そ
の
病
院
で
投
票
が
で
き
ま

す
。

た
だ
し
指
定
を
受
け
て
い
な

い
病
院
に
入
院
中
の
人
は
、

歩
行
不
可
能
な
人
で
も
市
の

選
挙
管
理
委
員
会
へ
出
頭
し

な
け
れ
ば
不
在
者
投
票
は
で

き
ま
せ
ん
。

ま
た
、
投
票
日
前
ま
で
に
入

院
を
予
定
さ
れ
て
い
る
人
、

出
産
予
定
日
が
投
票
日
頃
に

な
る
人
は
病
院
長
又
は
助
産

婦
等
の
証
明
書
を
持
参
し
や

本
人
が
市
の
選
挙
管
理
委
員

会
へ
出
頭
し
て
下
さ
い
。

選挙人名簿登録人員調（ ' ’ 月 ’ 日現在）
上
の
㈲
、
骨
、
白
の
理
由
で
不

在
者
投
票
を
す
る
人
は
そ
の
事

由
に
よ
っ
て
社
長
、
そ
の
代
理

者
．
病
院
長
、
市
町
村
長
、
官

公
署
の
長
の
証
明
書
が
必
要
で

す
が
、
そ
の
用
紙
は
選
挙
管
理

委
員
会
に
あ
り
ま
す
。

そ
の
他
詳
細
な
占
に
つ
い
て

は
選
挙
管
理
委
員
会
に
お
た
ず

れ
下
さ
い
。

※
市
内
の
指
定
病
院

○
高
萩
協
同
病
院

○
医
療
法
人
高
萩
寛
仁
会
高

萩
病
院
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こ
の
度
の
十
二
月
二
日
に
行

わ
れ
る
高
萩
市
長
選
挙
に
お
け

る
立
会
演
説
会
の
開
催
計
画
が

き
ま
り
ま
し
た
の
で
お
知
ら
せ

し
ま
す
。

た
だ
し
こ
の
立
会
演
説
会
は

二
名
以
上
の
候
補
者
の
申
込
み

、

十
一
月
二
十
九
日

十
一
月
二
十
九
日

選
挙
当
日
の
市
役
所
の
事
務
は
一
部
を
除
い
て
休
ま
せ
て
い

た
だ
き
ま
す
。

市
長
選
挙
の
投
票
日
で
あ
る
「
十
二
月
二
日
（
金
曜
日
）
」

の
市
役
所
の
事
務
は
、
転
員
の
ほ
と
ん
ど
が
投
票
所
の
事
務
に

従
事
す
る
た
め
納
税
事
務
、
市
民
課
、
保
健
衛
生
課
及
び
福
祉

事
務
所
の
窓
口
事
務
以
外
は
休
ま
せ
て
い
た
だ
く
こ
と
に
な
り

ま
す
か
ら
予
め
ご
了
承
願
い
空
す
。

期十
一
月

十
一
月
二
十
八
日
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あ
っ
た
場
合
に
の
み
行
わ
れ

ま
す
の
で
申
込
の
な
い
場
合
は

行
わ
れ
ま
せ
ん
。

立
会
演
説
会
が
行
わ
れ
る
予

定
の
日
時
及
び
会
場
は
次
の
と
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で
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歳
末
助
け
あ
い
運
動
に
は
、

毎
年
市
民
の
み
な
さ
ん
の
温
か

い
ご
協
力
ご
支
援
を
い
た
だ
き

厚
く
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
、

今
年
も
例
年
ど
お
り
こ
の
運

動
を
実
施
す
る
こ
と
に
な
り
ま

し
た
。◎

運
動
の
ね
ら
い

こ
の
運
動
は
、
歳
末
に
あ
た

り
地
域
の
人
食
の
血
の
通
っ
た

温
か
い
心
を
結
集
し
て
日
頃
恵

ま
れ
な
い
人
を
を
慰
め
、
励
ま

し
合
い
、
明
る
い
年
越
し
が
で

き
る
よ
う
地
域
ぐ
る
み
で
思
い

や
り
の
精
神
に
よ
り
物
心
両
面

よ
り
援
護
し
、
明
る
い
楽
し
い

社
会
を
つ
く
る
こ
と
に
あ
り
ま

す
。

◎
方
法
は
。
…
．
こ
の
運
動
の
期

間
は
十
二
月
一
日
よ
り
十
五
日

社
会
の
谷
間
に
愛
の
手
を

◎
寄
付
金
の
取
扱
い
は

㈹
各
組
内
毎
に
「
歳
末
助

け
合
い
寄
付
芳
名
接
」
を
お

送
り
し
ま
す
の
で
、
連
絡
員

の
か
た
は
寄
付
金
額
、
氏
名

連
絡
員
名
等
を
記
入
し
て
下

さ
い
。

口
寄
付
金
の
配
分
の
都
合

も
あ
り
ま
す
の
で
十
二
月
十

六
日
ま
で
に
市
福
祉
事
務
所

社
会
係
へ
お
届
け
下
さ
い
。

◎
配
分
の
対
象
は

被
保
護
世
帯
、
要
保
護
世
帯

各
施
設
入
園
者

ま
で
行
い
ま
す
。
こ
と
し
の
市

の
期
待
額
三
十
万
円
は
で
、
寄

付
し
て
い
た
だ
く
の
は
現
金
に

限
け
ま
す
。

現
金
一
世
帯
百
円
程
度

一寺言＝-
一
一
一

本
年
も
十
一
月
二
十
六
日
か

ら
十
二
月
二
日
ま
で
、
秋
の
全

国
火
災
予
防
運
動
が
行
わ
れ
ま

す
。

こ
れ
か
ら
寒
さ
に
む
か
い
ま

す
と
火
の
使
用
が
ふ
え
る
と
と

も
に
、
空
気
が
乾
燥
す
る
の
で

ち
ょ
っ
と
の
油
断
か
ら
思
わ
な

い
大
事
を
ひ
き
お
こ
す
こ
と
か

多
く
な
り
ま
す
。

そ
こ
で
全
国
の
火
災
統
計
か

ら
主
な
る
火
災
の
原
因
才
調
べ

て
見
ま
す
と
、
一
番
多
い
の
は

秋の火災予防運動始まる火
砿.14:券ﾖ､

タ
バ
コ
、
マ
ッ
チ
、
た
き
火
、

煙
突
の
火
の
粉
な
ど
の
「
火

種
」
に
よ
る
も
の
で
全
体
の
三

十
八
パ
ー
セ
ン
ト
を
し
め
て
お

り
、
つ
ぎ
は
、
石
油
ス
ト
ー
ブ

石
油
コ
ン
ロ
、
ガ
ス
ス
ト
ー
プ

な
ど
の
「
油
類
群
燃
料
と
す
る

道
具
類
」
の
使
用
上
の
不
注
意

に
よ
る
も
の
で
全
体
の
二
十
パ

ー
セ
ン
ト
、
三
番
目
は
、
電
気

コ
ン
ロ
、
電
気
ア
イ
ロ
ン
な
ど

の
一
電
気
に
よ
馬
発
熱
体
の
使

用
上
の
不
注
意
に
よ
る
巡
吃
で

ノ

ｂ
閂

火の始末人に頼るなまかせるな始

全
体
の
十
三
・
〈
１
セ
ン
ト
と
な
出
る
と
き
ね
る
と
き

っ
て
お
り
ま
す
の
で
、
こ
の
冬
火
の
始
末

は
、
と
く
に
つ
ぎ
の
こ
と
に
ご
火
事
は
た
だ
ち
に

用
心
を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。
一
一
九

心
や
■
Ｇ
６
Ｌ
ａ
◆
ｙ
ｌ
も
０
Ｆ
凸
も
Ｇ
ｒ
ｌ
、
■
ケ
４
」
ｂ
Ｇ
ｒ
ら
Ｅ
午
〃
Ｌ
ｑ
〃
”
己
争
■
？
■
い
も
ｆ
〃
ｂ
ｅ
Ｃ
Ｆ
Ｌ
も
■
ル
ー
①
■
●
ｄ
動
も
寺
ｊ
心
１
心
よ
も
ぐ
と
か
四
。
Ｂ
●
■
Ｇ
Ｂ
ざ
ｆ
乃
屯
才
夕
も
て
ど
手
０
４
Ｆ
Ｐ
■
、
■
寺
Ｊ
一
画
ｐ
Ｇ
Ｊ
Ｌ
Ｌ
０
Ｊ
１
ｑ
４
Ｆ
１
Ｌ

》

》

》
‐
夕
。
〈
ゞ
ｌ
閨
蔦
嘗
す
て

、
岬
牌
”
マ
ッ
チ
ー
子
供
の
火
遊
び
》

〉
い
い
Ｉ
＃

》

一
事
た
き
火
ｌ
あ
と
始
末
を
よ
く
し
な
Ⅷ

”
！
…
火
の
粉
ｌ
煙
突
掃
除
を
よ
く
し
な
い
〉

》
叩
撒
い
い
；

》

》
慨
柵
石
油
ス
ト
ー
ブ
／
こ
ぼ
れ
た
汕
を
よ
く
ふ
き
と
ら

●
・
湫
螂
Ⅱ
石
油
コ
ン
ロ
、
な
い
（
着
火
）
《

《
い
』
↑
〃

《
火
使
用
中
に
給
汕
を
す
る
（
引
火
）
〉

お
き
場
所
が
悪
い
（
低
倒
、
接
焔
）
《

。
‘
、
‐
１
Ｇ
１
Ｉ
ｒ
ｌ
ｉ
ｆ
１

》
ぃ
咄
岬
‐
し
電
気
こ
た
つ
／
お
出
か
け
の
時
コ
ン
セ
ッ
ト
穿
切
一

戸
■
④
４
、
Ｂ
ｂ
ｆ
４
●
■
々
４
姑
■
●
生
年
四
Ｇ
ヶ
凸
も
牙
ケ
■
毛
〃
Ｇ
Ｒ
Ｑ
Ｂ
今
り
じ
竹
卓
ｒ
Ｌ
も
４
①
。
争
〃
心
、
今
日
●
口
も
１
４
〃
己
宜
”
も
■
Ｆ
■
、
■
ｒ
Ｌ
口
々
■
■
年
ｒ
も
ａ
■
■
ら
■
Ｄ
ｐ
ｇ
■
、
■
Ｆ
Ｅ
己
査
ザ
ョ
ザ
ｒ
昼
。
グ
ー
も
■
〃
竃
■
ず
Ｌ
■
毎
口
、
■
け

す
る
一
切
の
相
談
に
の
り
ま
す

十
二
月
七
日
人
権
相

し
か
も
無
澗
で
す
。

談
所
を
開
き
ま
す

例
え
ば
金
銭
貸
借
、
借
地
、

十
二
月
七
日
午
前
十
時
よ
り
借
家
、
境
界
、
農
地
問
題
、
相

午
後
三
時
ま
で
市
役
所
に
お
い
続
、
扶
養
問
題
、
結
蛎
等
あ
ら

て
人
権
相
談
所
が
開
か
れ
ま
す
ゆ
る
法
律
問
題
な
ど
で
Ｒ
常
猫

法
務
局
、
弁
護
士
、
人
権
擁
困
り
の
方
は
こ
い
機
会
を
ぜ
ひ

護
委
員
の
方
が
人
権
侵
害
に
値
ご
利
用
下
さ
い
。

、

､ . ノ ノ｣

塗
し

盃

･ I ･
h1

に

） 」 ', I

/やcでうこ． ､
戸 ｡

罎逗ざ~~夢
簸理や人情にとらわれず，お金や
物の誘惑にまどわされないで， 国
分の自由な意志で選びましょう
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ま
す
。
て
い
る
者
。

／レ
バ
日
現
在
で
農
業
委
員
の

一
戸
当
り
月
額
家
賃
は
約
三
②
現
に
同
居
し
、
同
居
し
よ
う

千
円
程
度
に
な
る
見
込
桑
で
す
と
す
る
親
族
（
婚
姻
の
届
出

選
挙
人
名
簿
を
調
整

こ
の
市
営
住
宅
は
プ
レ
ハ
ブ
は
し
な
い
が
事
実
上
婚
姻
関

平
家
建
で
一
棟
五
戸
建
に
な
つ
係
と
同
様
の
事
情
に
あ
る
者

て
お
り
ま
す
。
一
戸
当
り
九
、
そ
の
他
婚
姻
予
定
者
）
が
あ
従
来
は
、
毎
年
十
二
月
一
日
っ
て
い
ま
し
た
が
、
本

六
坪
、
室
数
は
六
畳
、
四
、
五
る
こ
と
。
現
在
で
農
業
委
員
の
選
挙
権
の
は
、
一
月
一
日
現
在
で

畳
、
玄
関
、
台
所
、
便
所
、
風
⑨
入
居
の
申
込
を
し
た
日
の
前
あ
る
者
、
（
十
ア
ー
ル
以
上
の
を
農
業
委
員
会
へ
提
出

呂
場
を
備
え
て
お
り
ま
す
。
月
か
ら
過
去
一
か
年
間
の
所
農
地
を
耕
作
し
て
い
る
者
、
及
と
に
な
り
ま
し
た
。
袴

従
来
は
、
毎
年
十
二
月
一
日
っ
て
い
ま
し
た
が
、
本

諏
脚
均
閏
職
蝋
爵
騨
群
縦
閥
爵
臘
撫
欝
艇
騏
雛
職
稚
職
撞
小
従
缶
龍
朧
腱
鯵
…
《
”
“
…
…
雌
蕊
計
》
…
》
…
…
①
源
泉
徴
収

帯
営
佳
宅
雛
居
嵩
感
募
募
呈
蕊
（
犯
年
屹

蕊
熟
漁
申
込
期
間
灘
汁
一
、
｜
掴
一
泊
か
溺
汁
洞
慧
顯
灘
驚
蕊
月
１
“
年

叩
岱
噌
胆
亨
‘

増
恥
圭
癖
呼
唾
畦
嘩
誰
心
に
舞
班
恥

等

謝

蝉

鞠．》
詳

寒

恥

巧
群
諫
訓
辞
舛
旺
醜
酔
藷
陣
●
磯
椴
峠
酎
い
い
吋
唯
叱
畿
恥
．

訓
哩
僻
吋
仏
舛
奄
卜
嘩
詐
砕
鵡
鮴
稚
討
斡
睡
封
詐
琲
瀞
諏
認

醐
欺

川
月
）

市
内
高
浜
町
三
丁
目
一
六
二
②
利
子
所
得
、
配
当
所
得
、
事

◎
申
込
み
資
格
は

番
地
に
建
設
中
の
市
営
住
宅
二
業
所
得
等
給
与
所
得
以
外
の

十
戸
の
入
居
者
を
十
二
月
一
日
①
市
内
に
住
所
又
は
勤
務
場
所
収
入
の
あ
る
者
は
、
そ
の
所

よ
り
十
日
ま
で
募
集
し
て
お
り
を
有
し
、
現
在
住
宅
に
困
つ
得
額
を
証
明
す
る
書
類

得
の
平
均
月
収

か
ら
控
除
対
象

配
偶
者
、
又
は

扶
養
親
族
一
人

に
つ
き
二
千
円

を
控
除
し
た
額

が
二
万
円
以
下

で
独
立
の
生
計

か
営
む
者
。

④
巾
町
村
税
を

滞
納
し
て
い

な
い
者
。

◎
申
込
書
に

は
次
の
書

類
を
添
付

し
て
本
人

又
は
家
族

の
方
が
建

設
課
へ
申

込
み
下
さ

い

年
か
ら

現
在
で
農
業
委
員
の
選
挙
権
の
は
、
一
月
一
日
現
在
で
申
請
書

あ
る
者
、
（
十
ア
ー
ル
以
上
の
を
農
業
委
員
会
へ
提
出
す
る
こ

農
地
を
耕
作
し
て
い
る
者
、
及
と
に
な
り
ま
し
た
。
後
日
生
産

び
年
間
お
↑
や
む
ね
六
十
日
以
上
組
合
一
長
さ
ん
に
依
頼
し
、
申
請

耕
作
に
従
事
す
る
同
居
の
親
族
書
用
紙
を
配
布
致
し
ま
す
か

又
は
配
偶
者
で
昭
和
四
十
二
年
ら
、
選
挙
権
の
あ
る
方
は
必
ず

四
月
一
日
以
前
で
二
十
才
以
上
申
請
す
る
よ
う
お
知
ら
せ
致
し

に
な
る
者
）
は
尋
農
業
委
員
会
童
す
。尚

、
来
年
四
月
に
は
選
挙
が

へ
選
挙
人
名
法
調
整
の
た
め
の
行
な
わ
れ
る
予
定
な
の
で
特
に

申
請
書
を
提
出
す
る
こ
と
に
な
申
し
添
え
ま
す
。

ゥ
Ⅱ
や
タ
ロ
日
祁
■
令
■
も
写
◇
か
も
Ｇ
４
ヶ
、
１
４
ウ
■
も
■
争
可
①
日
争
８
Ｌ
ｑ
ｅ
ｒ
色
ｑ
ぐ
ず
も
＄
ず
〃
且
。
ｒ
④
Ｌ
ｂ
６
●
ぽ
い
も
◇
ケ
も
屯
奄
Ｄ
４
Ｇ
″
ケ
唖
ｃ
■
々
ｒ
巳
も
ご
ｒ
Ｂ
６
Ｆ
グ
ー
も
り
①
■
し
■
寺
圷
＆
ａ
ｅ
グ
も
や
り
グ
ｕ
や
〃
々
牙
や
Ｆ
ｏ
ｒ
も
ｐ
ｏ
ｆ

－
市
に
お
い
て
は
昭
和
四
十
年
い
書
や
文
化
財
な
ど
が
あ
り
一

㎡

一
四
月
よ
り
、
専
門
委
員
四
名
を
ま
し
た
ら
、
編
さ
ん
委
員
会
の
〉

》
委
嘱
し
て
、
本
格
的
に
市
史
編
方
へ
お
知
ら
せ
願
い
ま
す
。
さ
》

虫
さ
ん
に
着
手
し
ま
し
た
。
こ
の
つ
そ
く
専
門
委
員
が
お
伺
い
し
へ

一
《
』
と
に
つ
い
て
は
前
に
市
報
を
て
調
査
を
し
ま
す
の
で
よ
ろ
し
〉

一
通
じ
て
お
知
ら
せ
し
ま
し
た
が
く
ご
協
力
を
願
い
ま
す
。
〈

》

市
史
編
さ
ん
に
ご
協
力
を
／
《

叩

一
市
史
編
さ
ん
に
当
っ
て
は
、
正
立
派
な
市
史
が
出
来
る
か
ど
》

一
し
い
寵
料
の
裏
付
が
大
切
で
あ
弓
か
は
、
史
料
が
完
全
に
調
査
《

》
り
ま
す
の
で
、
現
在
は
史
料
の
が
で
き
る
か
ど
う
か
に
か
か
つ
》

一
調
査
に
全
力
を
つ
く
し
て
お
り
て
い
ま
す
。
ど
う
か
市
民
の
み
《

一
ま
す
。
な
さ
ん
の
ご
協
力
を
お
願
い
し
蹄

一
そ
れ
ぞ
れ
の
ご
家
庭
に
、
古
ま
す
。
《

且
丘
鋳
■
で
再
肯
、
ズ
タ
ロ
ガ
々
■
て
ｑ
侮
甦
Ｊ
ご
刃
ご
●
、
晶
身
己
９
Ｆ
己
司
凸
・
亜
Ｅ
戸
四
工
毎
牡
、
■
Ｆ
亜
釘
占
い
■
■
Ｕ
毛
タ
ケ
軍
■
ご
華
■
■
、
型
ケ
早
■
”
埴
、
再
ヴ
竃
“
ロ
垂
町
ロ
里
で
■
■
、
母
豈
追
■
”
い
、
毎
〆
、
″
夕
迅
司
毎
ロ
ョ
ダ
ク
已
耳
夕
延
予
一

③
市
民
税
完
納
証
明
書

④
収
入
に
つ
い
て
恩
給
年
金
の

あ
る
者
は
そ
の
写
を

○
入
居
の
時
期
は
十
二
月

下
旬

圧
・
・
・
・
：
住
宅
入
居
申
込
書
に
記

載
し
た
内
容
が
実
態
と
相

違
す
る
と
き
は
入
居
の
権

利
を
取
り
消
し
ま
す
。

’

吃
月
Ⅱ
日
に
駅
伝
大
会

申
込
は
Ⅱ
月
訓
日
ま
で

毎
年
十
二
月
の
矛
二
日
曜
日

に
行
な
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る

市
一
周
駅
伝
大
会
は
、
十
二
月

十
一
日
（
日
曜
日
〕
に
行
な
う

こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

今
年
は
〃
一
般
の
部
〃
と

〃
高
校
の
部
〃
を
分
け
て
行
な

う
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
コ

ー
ス
は
中
学
の
部
、
十
区
間
二

七
・
二
キ
ロ
、
高
校
の
部
、
一

般
の
部
は
と
も
に
五
区
間
で
そ

れ
ぞ
れ
競
技
を
行
な
う
こ
と
に

な
り
ま
し
た
の
で
、
特
に
、

〃
一
般
の
部
″
の
参
加
チ
ー
ム

を
期
待
し
て
お
り
ま
す
。

◎
コ
ー
ス
Ⅱ
Ⅱ
市
役
所
か
ら
下

手
綱
、
北
組
公
民
舘
、
関
口

千
代
田
認
北
方
火
の
見
下
、

向
洋
炭
砿
前
を
経
て
、
市
役

所
、
高
浜
寮
、
小
石
川
折
返

し
二
七
・
二
キ
ロ
で
す
。

◎
参
加
資
格
Ⅱ
Ⅱ
市
内
に
居
住

し
て
い
る
者
、
叉
は
市
内
の

事
業
所
、
学
校
に
通
勤
、
通

学
し
て
い
る
か
た
。

◎
申
込
は
Ⅱ
Ⅱ
参
加
チ
ー
ム
は

16〃’5〃14〃 9

日 日 日 日

〃〃8

日

横研松

川修岡
、会'1，
下舘

、

嵩 ’

若
栗
、
大
能
、
中
戸

川
、
秋
山

東
小
地
区

松
岡
地
区

東
小
地
区

横
川
、
下
、
上
君
田

研
修
会
舘

若
栗
、
大
能
、
中
戸

川
、
秋
山

哩
月
予
防
接
種
の
案
内

Ｌ
｝
こ
ろ

〃〃生
ワ

百
日
セ
ン
］

ヂ
フ
テ
リ
錦

種

別ヨ

十
一
月
三
十
日
ま
で
に
市
教

育
委
員
会
駅
伝
係
へ
申
し
込

桑
下
さ
い
、

な
お
今
回
は
区
間
新
記
録
を

出
し
た
選
手
に
表
彰
状
を
差
し

上
げ
ま
す
。

青
色
申
告
の
お
す
す
め

所
得
税
は
納
税
者
ご
自
分
で

自
分
の
所
得
と
税
額
を
計
算
し

自
主
的
に
納
税
す
る
制
度
に
な

っ
て
い
ま
す
。

申
告
納
税
制
度
が
円
滑
に
行

な
わ
れ
る
た
め
に
は
、
正
し
い

記
帳
に
基
い
て
、
自
主
的
に
申

告
納
税
で
き
る
よ
う
、
数
多
く

の
特
典
を
設
け
て
有
利
に
取
り

扱
う
青
色
申
告
制
度
が
設
け
ら

れ
て
い
ま
す
。

そ
こ
で
、
税
務
署
で
は
、
青

色
申
告
の
普
及
増
大
を
図
る
た

め
、
十
二
月
を
増
強
月
間
と
定

め
、
地
方
公
共
団
体
等
の
ご
協

力
を
得
て
強
力
に
推
進
す
る
こ

と
に
な
り
ま
し
た
。

納
税
者
の
み
な
さ
ん

来
年
か
ら
は
所
得
税
ば
か
り

で
な
く
、
地
方
税
（
事
業
税
、

市
町
村
民
税
）
も
軽
減
さ
れ
る

記
帳
の
簡
単
な
青
色
申
告
を
お

す
す
め
し
ま
す
。

ど
う
ぞ
十
二
月
中
に
申
請
し

て
く
だ
さ
い
（
高
萩
税
務
署
）

時

一
時
’
一
時
半

一
時
１
二
時
半

一
時
半
１
三
時
半

一
時
１
三
時
半

一
時
’
一
時
半

一
時
半
１
二
時
一
工

一
時
半
’
二
時

一
時
半
ｔ
二
時
半

一
時
半
ｔ
二
時

一
時
半
Ｉ
三
時

｜

|“分

457
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障
害
年
金

十
月
一
言
で
は
国
民
年
金
法
の

一
部
改
止
に
よ
る
給
付
水
準
の

引
上
げ
、
保
険
料
の
値
上
げ
、

支
給
要
件
の
緩
和
等
に
つ
い
て

お
知
ら
せ
し
ま
し
た
が
、
老
令

年
金
、
母
子
年
論
等
に
つ
い
て

は
あ
と
の
機
会
に
す
る
と
し
て

障
害
年
金
に
つ
い
て
わ
か
り
に

く
い
と
い
う
お
話
し
が
あ
り
ま

す
の
で
魂
要
点
を
説
明
し
ま
し

干
生
員
ノ
。

支
給
要
件

㈹
障
害
の
範
囲

今
迄
は
両
手
、
両
足
切
断
、

全
盲
等
、
外
部
障
害
を
は
じ
め

内
部
障
害
で
は
、
結
核
、
呼
吸

器
疾
患
、
精
神
障
害
が
障
害
年

金
の
支
給
の
対
象
と
な
っ
て
居

り
ま
し
た
が
、
今
回
の
法
改
正

で
す
べ
て
の
障
害
が
障
害
年
金

の
支
給
の
対
象
と
な
り
ま
し
た

㈲
納
付
要
件

病
気
や
怪
我
を
し
て
医
師
の

診
療
を
受
け
た
初
診
日
に
お
い

て
、
次
の
要
件
に
該
当
し
た
者

初
診
日
に
お
い
て
被
保
険
者
で

あ
り
、
痩
疾
認
定
日
前
に
お
い

た歩
画
一
年

て
一
年
以
上
引
き
続
い
て
保
険

料
納
付
済
期
間
で
あ
り
、
叉
は

三
年
以
上
の
保
険
料
免
除
期
間

で
満
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

㈲
障
害
年
金
を
支
給
さ
れ
る

た
め
の
溌
疾
の
程
度

国
民
年
金
法
に
は
障
害
の
程
度

が
規
定
さ
れ
て
い
る
が
、
該
当

す
る
も
の
は
一
級
及
び
二
級
で

す
。

⑩
一
級
、
自
分
で
日
常
生
活

の
用
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い

程
度
の
障
害
の
状
態
。

②
二
級
、
自
分
の
日
常
生
活

に
著
し
い
制
限
を
加
え
る
程
度

㈲
事
後
重
症

事
後
重
症
に
つ
い
て
は
、
今

回
の
法
改
正
で
新
し
く
加
え
ら

れ
た
こ
と
で
す
。
即
ち
現
在
の

年
金
法
で
は
、
障
害
年
金
の
療

疾
認
定
日
は
、
初
診
日
か
ら
起

算
し
て
三
年
を
経
過
し
た
日

（
三
年
以
内
に
固
定
し
た
者
は

固
定
し
た
日
か
ら
受
給
権
発

生
）
に
お
い
て
行
な
わ
れ
る
こ

と
に
な
っ
て
お
り
ま
す
。
し
か

し
、
瀝
疾
認
定
日
に
お
い
て
比

較
的
瘻
疾
の
程
度
が
軽
い
場
合

は
、
た
と
え
て
の
後
、
障
害
の

口

二一…

程
度
が
重
度
に
な
っ
て
も
永
久

に
障
害
年
金
が
支
給
さ
れ
な
い

恨
承
が
あ
り
ま
し
た
。
こ
の
不

合
理
を
今
回
の
改
正
で
加
え
ら

れ
た
訳
で
す
。
内
部
疾
患
は
、

症
状
が
固
定
す
る
ま
で
、
比
較

的
長
期
間
を
要
す
る
の
が
例
で

も
あ
り
、
即
ち
、
癩
疾
認
定
日

の
時
点
を
、
三
年
目
に
限
定
せ

ず
三
年
目
以
後
で
も
重
度
で
あ

.蒲乱 目 ，

必
製麟謬
､講凝鑿: ,

き L ﾆﾆﾆﾆﾆｺ押

辮職識
榊鍵輯4蝿信

汗震 Jﾆ
L :職
,Fﾆ L

冊

母

￥

れ
ぱ
支
給
の
対
象
に
な
り
ま
す

㈱
年
額
金
、
六
万
円

一
級
の
場
合
の
加
算
額

一
万
二
千
円

㈲
裁
定
手
続
の
方
法

医
師
診
断
書
、
戸
籍
の
抄
本
、

住
民
票
の
謄
本
、
印
か
ん
、
そ

の
他

㈱
こ
の
改
正
法
は
、
昭
和
四

十
二
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
。

？

口
一
⑪
準
軍
属
の
範
囲
の
拡
大

昭
和
十
六
年
十
二
月
八
日
以
後

旧
国
家
総
動
員
法
に
基
づ
き
、

一
そ
れ
に
協
力
し
た
学
徒
を
準
軍

属
と
し
て
処
遇
し
覇
そ
の
障
害

一
者
（
矛
一
款
症
か
ら
矛
三
款

十
一
月
二
日
よ
り
十

五
日
ま
で
、
市
内
春
日

町
児
童
公
園
内
で
開
か

れ
ま
し
た
、
高
萩
市
菊

花
品
評
会
に
三
百
五
十

点
が
出
品
さ
れ
、
次
の

方
々
は
特
選
に
な
ら
れ

そ
れ
ぞ
れ
次
の
賞
が
授

与
さ
れ
ま
し
た
。

○
知
事
賞
厚
物

板
橋
利
雄

（
花
園
の
光
）

○
県
議
会
議
長
賞

厚
物

棚
谷
喜
市

（
古
歌
の
心
）

○
県
観
光
協
会
長
賞細

管

椎
名
文
雄

○
市
長
賞
細
管

板
橋
利
雄

（
港
南
の
夢
）

○
議
長
賞
大
管

小
野
崎
千
代
暦

（
大
芳
金
泉
）

○
観
光
協
会
会
長
賞原

走

板
橋
利
雄

（
槇
麓
の
粧
』

○
教
育
長
賞
細
管

豊
田
政
行

（
秀
芳
金
糸
）

写
真
は
：
・
知
事
賞
の

「
花
園
の
光
」

戦
傷
病
者
戦
没
者
遺
族

援
護
法
等
が
一
部
改
正
／

症
）
の
者
に
障
害
年
金
及
び
一

時
金
が
支
給
さ
れ
、
死
亡
者
の

遣
族
に
は
、
遺
族
給
与
金
、
弔

慰
金
が
支
給
さ
れ
る
。

②
戦
傷
病
者
等
の
妻
に
対

す
る
特
別
給
付
金

戦
傷
病
者
の
障
害
程
度
が
齢
特

別
項
症
か
ら
矛
五
項
症
の
者
で

昭
年
四
十
一
年
四
月
一
日
現
在

障
害
年
金
等
を
受
給
し
て
い
る

者
の
妻
に
対
し
十
万
円
が
支
給

さ
れ
る
。

③
遺
族
の
範
囲
拡
大

事
実
上
の
父
母
（
継
父
母
）
に

も
遺
族
年
金
、
遺
族
給
与
金
、

弔
慰
金
、
叉
は
、
遺
族
一
時
金

が
支
給
さ
れ
る
。

妙
再
婚
の
相
手
方
と
死
別

し
た
妻
等
に
遺
族
年
金

を
支
給
す
る

昭
和
二
十
一
年
二
月
一
日
よ
り

昭
和
二
十
七
年
四
月
二
十
九
日

迄
の
間
に
、
再
婚
し
た
相
手
方

と
死
別
し
、
婚
姻
前
の
氏
に
復

籍
し
て
い
る
妻
、
父
母
等
に
遺

族
年
金
を
支
給
す
る
。

⑤
特
別
弔
慰
金
支
給
法
の

支
給
範
囲
の
払
大

昭
和
四
十
年
四
月
一
日
現
在
や

他
に
公
務
扶
助
料
諺
遺
族
年
金

等
な
ん
ら
の
支
給
も
受
け
て
い

な
い
戦
没
者
の
遺
族
（
父
母
、

孫
、
祖
父
母
、
又
は
、
兄
弟
姉

妹
）
に
対
し
、
特
別
弔
慰
金
三

万
円
が
支
給
さ
れ
る
。

な
お
戦
没
者
（
軍
人
、
軍
属

準
軍
属
）
の
遺
族
声
現
在
な
ん

ら
の
処
遇
を
う
け
て
い
な
い
方

又
は
、
請
求
手
続
き
等
に
つ
き

ま
し
て
は
、
福
祉
事
務
所
社
会

係
へ
お
尋
ね
下
さ
い
。
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